
若い力を、世界の国から日本企業に

特定技能外国人材受入れ支援事業



特定技能外国人材の受け入れサポート

「特定技能」は人材を確保する事が困難な状況にある産業分野にお
いて、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを目的
とした在留資格です。
技術の修得を目的とする「技能実習」とは異なり、現場の即戦力とし
て活躍していただけることが特徴です。

弊所では「技能実習」からの移行のほか、海外におられる技能実習
修了生や試験合格者の受入れ、国内留学生の採用など
幅広くサポートさせていただきます。

介護 ビルクリー
ニング

建設 素形材 産業機械 電気・電子・情報 自動車整備

航空 宿泊 外食 農業 漁業 飲食料品製造

✓相当程度の知識または経験を有する外国人材
✓最長５年（通算）在留可
✓家族の帯同は原則禁止
✓同産業分野内で転職可
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✓熟練した技能を有する外国人材（要試験合格）
✓在留期間更新の上限なし
✓家族の帯同が可能
✓一定の要件を満たせば永住許可申請も可能

特定技能外国人材（1名あたり）
・配属前支援費　250,000円（初回のみ）
・配属時交通費　注1）実費
・配属後支援費　注2）30,000円（月額）

【価格表】

注1 外国人材の転居にかかる交通費等（航空券代金、電車賃、送料等）の負担は任意でお願いしております。
また弊所が送迎を行う場合、通行料金、駐車料金、燃料代，レンタカー代など実費のご負担をお願いいたします。

注2 土橋労務管理事務所顧問先事業所様並びに北浜経営者倶楽部会員事業所様に限り令和 8年3月迄は半額の15000円
(月額)といたします

注3 消費税は別途申し受けます
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造船・船用工業



特定技能外国人材受入れまでの流れ

受入相談
事前審査

特定技能外国人材の受入れが可能な産業分野に該当するかどうか、
初めて外国人材を雇用される事業所様には外国人材を確保・育成するための

戦略についてのヒアリングを行います。

求人票の作成
特定技能外国人となる方が従事する業務内容および雇用条件等の確認
を行い、送出し国で求人を行う際に使用する求人票を作成いたします .

採用面談
内定

応募がありましたら、通訳者同席のもと採用面接を実施します。面接はおもに送出し
国で行う対面方式、応募者にお越しいただく対面方法（日本国内におられる方のみ）、

ZOOM方式のいずれかの方法で行います。

支援契約の締結
内定が決定しましたら、特定技能外国人との雇用契約および弊所との支
援契約を締結します。内定に至らなかった場合は引き続き求人活動を行

いますが内定者が決定するまでは支援費用は発生いたしません。

配属前支援

在留資格認定証明書交付申請手続きなど、地方出入国在留管理局へ申
請する書類の作成支援のほか、入管法に定める事前ガイダンス（労働条
件、出入国手続きにかかる確認等）および生活オリエンテーション（ 日本で
のマナー・ルールや災害時の対応など円滑な社会生活を送る為の案内）

を実施します。

入国・転居・配属 空港等への送迎、市役所での住民異動手続き、金融機関での口座開設
手続きを行います。

配属後支援

3ヶ月毎に特定技能外国人およびその事業所様との定期面談を行い、必
要に応じて関係官庁への届出を行います。また相談窓口を設置し

生活上の相談や苦情について適宜対応，助言を行い、地方出入国在留
管理局や医療機関、警察署等での手続きが必要な場合にはサポートを行

います。

土橋労務管理事務所
〒540-001 大阪市中央区北浜東 6番6号アクアタワー 4F

TEL 06-4397-3630(代)   FAX 06-4397-3631 E-mail dobashi@crux.ocn.ne.jp 
支援機関登録番号（法務省） 25登阪労二 -000004

　無料相談受付中




